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関係法辞典（第2版）』三省堂、433。

はじめに

今日の国際社会は主権国家を基本単位としつつ

も、国際機構における多数国間協力が、平和・人

権・環境や経済など多くの重要課題の解決に不可

欠であり、国際協力の組織化が進展している。環

境保全と経済発展のバランスのとれた持続可能社

会の実現には、各国の政策努力はもとより、複雑

な利害対立を克服するためにもこうした組織的協

力枠組みを通した取組みが　―少なくとも二国間

交渉や一部主要国による政策決定よりも―　適し

ているといえよう。

本稿では国際機構論の視点から、持続可能社

会の構築に向けた国際的な取組みの一環として、

（1）環境問題の国際化の過程、ならびに（2）「持

続可能な開発」2 概念の主流化に向けて、国際連合

（国連）をはじめとして国際機構がどのような役割

を果たしてきたのか、諸機構の実行ならびに主要

な国際文書の分析を中心に明らかにしたい。

!．環境問題の国際化

「環境（environment）」という用語が国際文書に

おいてどのように定義されているか（A）概説した

のち、当初は工業化に伴う公害等とくに先進諸国

の国内問題として顕在化した環境問題が、周辺諸

国への影響と相まって国際機構の個別の対応（B）

を経て、世界全体で取り組むべき地球環境問題
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3 本稿では、公定訳のない国際文書（条約・宣言や決議等）については、各文書の仏語または英語原文、広部和也・臼杵知史編修代表 （2003)
『解説 国際環境条約集』三省堂、奥脇直也編集代表 （2011)『国際条約集 2011年版』有斐閣、を参照した。

4 Cf.　園田、3-4。

5 国際環境法の定立過程におけるNGOの役割については、cf. Tanzi, 151。
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（C）へと「国際化」した過程を検討する。

!．A．国際文書による「環境」の定義

環境の定義については、国際環境法の学説上

さまざまな見解（Birnie et al., 4-6；Fitzmaurice, 

22-27）があり、「誰もが理解しているが誰も定義

できない」（松井、5）と指摘されるように、今のと

ころ一般に確立した定義は存在しない。また、環

境に関する国際文書（報告書、宣言、条約など）3

においても、それぞれが対象とする、あるいは規

律する特定分野を定義するのみで、一般的な定義

を提示するものはない。

現在、環境を広範に定義している例としては、

国連の経済社会理事会の補助機関である国連欧州

経済委員会（ECE）において1991年に採択され1997

年に発効した越境環境影響評価条約（エスポ条約）

や1992年の国連環境開発会議で署名された気候変

動枠組条約などがよく知られている。

 たとえば、エスポ条約は第1条 （vii）において、

環境に対する影響として、「人間の健康と安全、

植物相、動物相、土壌、大気、水、気候、景観、

及び歴史的建造物若しくはその他の物理的構造

物、又はこれらの諸要因の相互作用」ならびに「こ

れらの諸要因の改変に起因する文化的遺産及び社

会経済条件」への影響と定義している。

このように、地球環境問題すなわち国際社会全

体が取り組むべき環境問題は、科学技術の進歩に

伴い質的にも量的にも変容するものであり、今日

ではより包括的な概念として捉えられているとい

えよう。環境への負荷の少ない持続可能社会の構

築を目指すためには、自然環境への配慮はもとよ

り、人間の経済・社会・文化生活の側面から自然

との相互関係を考慮する人間環境の視座が重要で

あり、本稿では、こうした広義の環境を前提する。

!．B．地域機構および国連の専門機関

一部の先駆的な科学者は早くも19世紀初頭には

温暖化現象について研究を始めており、学界に

おいても徐々に研究協力の体制が整っていったと

いう（Maljean-Dubois et Wemaëre, 23；吉川、5-6）。

しかしながら、温暖化のみならず、オゾン層の

破壊、大気・土壌・水質汚染、熱帯林の破壊や野

生動植物種の絶滅危機など、地球全体に多様で深

刻な影響を及ぼす環境問題は一般に進行が漸進的

かつ潜在的であるため、国際的な取組みが政府間

レベルで本格的に検討されるようになったのは、

1960年代にはいってからのことである。

地域レベルでは、国家間協力の組織化が政治的

にも経済的にも進展しているヨーロッパ4は、工

業化が進み人口密度も高い地域であり、欧州評

議会（Council of Europe）、欧州共同体（EC）、北

大西洋条約機構（NATO）や経済協力開発機構

（OECD ／ 1960年に欧州経済協力機構 （OEEC）

改組）、ならびに、国連の欧州経済委員会（ECE）

が、加盟諸国における環境悪化に対処するため

の行動計画や環境政策の諸原則の作成に着手し

（Beurier, 102-114; Kiss et Sicault, 607）、域内協

力や条約起草に大きく貢献してきた。 

また世界規模での環境問題への取組みとして

は、国連教育科学文化機関（UNESCO）、国連食

糧農業機関（FAO）、世界気象機関（WMO）、世界

保健機関（WHO）や政府間海事協議機関（IMCO：

現在の国際海事機関（IMO））など、国連と連携協

定を締結している専門機関も、それぞれの活動

領域において、加盟国やNGO5・各種学術団体と

の共同プロジェクトを策定し実施するようになっ

た。たとえば、ユネスコでは、1960年の政府間

海洋学委員会（IOC）の設置をはじめとして、1970

年に「人間と生物圏」計画（MAB）、1972年に国際



6 IOCおよび各計画の策定過程と実施制度については、cf. Sonoda, Akiko （1985）Les programmes intergouvernementaux de l’Unesco: Etude 

juridique et institutionnelle, Thèse de troisième cycle （Droit), Université Paris II, 19-34。 

7 UNCHE開催の経緯および意義については、cf. Beurier, 40-51; Birnie et al., 48-50; Fitzmaurice, 33-38; Kiss et Sicault , 607-628; 松井、15-19。

8 Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage.

9 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

10 International Union for Conservation of Nature and Natural Resources：自然及び天然資源の保全に関する国際同盟（公定訳）。1948年に設立された
国際NGO。詳細については、cf. 吉田、371-381 。

11 International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, Protocol (1978) and Annexes (1973-87) 。

12 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution.
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地質対比計画（IGCP）、1975年に国際水文学計画

（IHP）などの学際的な政府間プログラム6を開始

し、それぞれの専門分野における調査・研究協力

を推進するとともに、加盟国の環境・資源保護政

策への提言や支援を行っている。

!．C．国際連合人間環境会議の開催

国連総会は1968年、経済社会理事会の提案を受

けて、世界レベルで包括的に環境問題を検討す

る初めての国際会議を開催することを決定（決議

2398 （XXIII））し、27加盟国代表で構成される政

府間委員会ならびに専門機関や学術団体・NGO

の準備作業を経て、国連人間環境会議（UNCHE）7

が1972年6月にストックホルムで開かれた。同会

議は、環境保護に関する26の原則を表明する「人

間環境宣言」（ストックホルム宣言）、109の勧告を

含む「人間環境に関する行動計画」ならびに両文書

を実施するための決議を採択した。

この宣言、行動計画または決議は、それ自体、

法的拘束力を有する文書ではないが、「人間環境

の保全と改善に関し、世界の人々を．．．導くため

共通の見解と原則」（宣言・前文）を提示すること

により、その後、国際環境法の発展に寄与したと

評価される。また国連総会は、ストックホルム

会議の勧告を受けて、同会議の宣言や行動計画を

実施する中心的な機関として、国際連合環境計画

（UNEP）を設立（決議2997 （XXVII））し、事務局

本部をナイロビに設置することを決定（決議3004 

（XXVII））した。こうして環境分野に特化した常

設の補助機関が国連内に設けられたことにより、

加盟諸国、専門機関や地域機構の国際協力を調整

し推進する基盤が確立し、現在の持続可能社会構

築に向けた国際的取組みの組織化の端緒となった

といえよう。

実際、ストックホルム会議を契機として、すで

に顕在化し条約起草が検討されていた諸課題に対

応すべく、多くの重要な環境条約が締結されてい

く。早くも1970年代に作成された主な環境条約と

しては、以下のものが挙げられる。

・ユネスコ総会が1972年11月に採択した世界遺

産保護条約8。

・1973年のワシントン条約（CITES）9：人間環境

会議の勧告に基づき、国際自然保護連合（IUCN）10

が中心となって起草された。

・1973年の海洋汚染防止条約および1978年の同

条約議定書11。

・国連欧州経済委員会（ECE）が1979年に採択し

た長距離越境大気汚染に関する条約12：前文にお

いて、とくに人間環境宣言の第21原則（環境に対

する国家の権利および責任）を引用している。

UNEP設立後20年を経た1992年には、1972年以

前に締結された条約も含め、二国間条約と多数国

間条約を合わせて900以上の環境条約があったと

いわれている（Fitzmaurice, 98）。

@．「持続可能な開発」の主流化に向けて

持続可能社会の実現を目指す国際的な取組みの

一環として、「持続可能な開発」概念が（A）生成し

（B）地球環境政策の基本理念として定着していく



13 Cf. World Commission on Environment and Development (WCED),  43 : “Sustainable development is development that meets the needs of the present 

without compromising the ability of future generations to meet their own needs.”   

14 Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat.

15 UNCED開催の経緯および意義については、 cf. Beurier, 51-54; Birnie et al., 50-52; Fitzmaurice, 38-47; Kiss et Doumbe-Bille, 823-843; 松井、
22-24。

16 UNFCCC：United Nations Framework Convention on Climate Change,  CBD：Convention on Biological Diversity.
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過程を国際機構の実行および主な国際文書を通し

て検討する。

@．A．「持続可能な開発」概念の生成

国連では、南北格差が顕著になった1960年代を

「国連開発の10年」と定め、1965年に国連開発計画

（UNDP）を設置（総会決議2029 （XX））するなど、

比較的早い段階から途上国の経済発展に取り組ん

できた。したがって1972年のストックホルム会議

においても、すでに環境と開発は重要課題の一

つであった（Kiss et Doumbe-Bille, 824）。人間環

境宣言は、途上国への援助や配慮（原則9から原則

12）、さらに原則13・14では環境と開発の「両立」

ならびに「矛盾の調整」に言及している。

周知のとおり、「持続可能な開発」という用語は、

国連総会が1983年に設置（決議38/161）した環境と

開発に関する世界委員会（WCED／通称ブルント

ラント委員会）が1987年に公表した報告書『われら

共通の未来（Our Common Future）』13によって一

般に知られるようになった。この報告書の定義に

は、環境と開発の不可分性、環境・資源の有限性

や世代間衡平性の考え方が示されているが、こう

した持続可能性への配慮は、他の国際文書におい

ても確認することができる。

たとえば、IUCNが起草に関わった 1971年のラ

ムサール条約14は、湿地を「経済上、文化上、科学

上及びレクリエーション上大きな価値を有する資

源」（前文）と明示し、登録湿地の保全とともに「賢

明な利用（wise use）」を促進するための計画の策定

と実施を締約国の義務としている（第3条1項）。

また、先進諸国の協力機関である経済協力開発

機構（OECD）が1974年に採択した「環境政策に関

する宣言」は、前文において、加盟国政府が国内

および国際レベルで環境を保護し改善すると｢同

時に｣経済的な発展を推進すべき「責任を自覚」し

ているとした上で、「1．環境の質の保護と漸進的

な改善は、… 加盟国の主要目的である」と明記し、

環境保全と経済発展の両立に対する先進国の役割

を指摘している。

@．B．環境と開発に関する国際連合会議の開催

国連総会は1987年、上記WCED報告書を検

討し、人間環境会議から20年の節目に国際環境

会議を開催することを1989年に決定した（決議 

44/228）。1992年6月にリオデジャネイロで開かれ

た環境と開発に関する国際連合会議（UNCED／

国連環境開発会議、通称「地球サミット」）15は、持

続可能な開発を中心理念とする「環境と開発に関

するリオ宣言」、持続可能社会を実現するための

21世紀に向けた行動計画として「アジェンダ21」、

ならびに森林原則声明を採択した。このアジェ

ンダなどを実施するため、国連に新たな補助機関

を設けることも決定され、経済社会理事会は1993

年、持続可能な開発委員会（CSD）を設置した。

リオ宣言は27の原則からなり、前文において、

1972年のストックホルム宣言を再確認し発展させ

ることを明示している。とくに注目すべき点は、

人類の権利（原則1）として持続可能な開発を捉えて

いること、環境保護が「開発過程の不可分の一部」

（原則4）をなすこと、最貧国など「途上国の特別な

状況」（原則6）を考慮し「共通であるが差異のある責

任」（原則7）を確認していることである。

また、リオ会議では、国連気候変動枠組条約

（UNFCCC）および生物多様性条約（CBD）16が署



17 天野、55。国際法の観点から考察した「持続可能な開発」概念については、cf. Cordonier Segger and Khalfan, 45-50; French, 35-72;  高島、2-6 。

18 判決（1997年9月25日）： ICJ Reports 1997, p. 7。本件は、ハンガリーと旧チェコスロヴァキアが1977年に条約を締結し合意した、ダニューブ
川流域における水力発電所およびダム建設等に関する共同事業計画に端を発している。

19 Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions.
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名された。各条約は前文で、地球の気候変動あ

るいは生物多様性の保全が、「人類共通の関心事

（common concern of mankind）であることを確

認」しており、それぞれに、持続可能な開発や経

済成長あるいは利用に関する条項がある。リオ宣

言後に作成された環境条約の多くにも、同様のこ

とが指摘できる。

このように持続可能な開発は、今日では「地球

環境問題解決のための共通の理念」の一つに位置

づけられるが、その「正確な内容」に関しては、各

専門分野の研究者や実務家の間で未だ「議論も多

い」17のが現状であり、法的拘束力のある「持続可

能な開発」原則が確立するには至っていない。た

だし、国際司法裁判所（ICJ）は、ガブチコヴォ・

ナジュマロシュ計画事件（ハンガリー／スロヴァ

キア）に関する1997年の判決18において、ハンガ

リーの主張する環境への影響を理由とする計画放

棄の正当化は認めなかったが、「持続可能な開発」

概念が環境保護と経済発展との調和の必要性を表

すものであることを確認している。

 

おわりに

持続可能社会の構築に向けた国際社会全体の

取組みにおいて、20世紀後半以降、国際機構は当

初それぞれの活動領域で国際世論を喚起する役割

を果たしてきた。とくに国連主催の人間環境会議

（UNCHE）を契機として、現在では地球環境問題

が人類共通の関心事であるとの認識が共有される

に至り、多数国間協力の組織化が進展している。

すなわち、国連総会の補助機関として設置された

UNEPをはじめとして国連システムの諸機構や地

域機構など、伝統的な政府間協力の枠組みを活用

しながら、NGOや市民社会の参加を得て、継続

的な取組みが行われている。

まずストックホルム宣言とリオ宣言という法的

拘束力のない政治宣言で、環境課題の総論につい

て一定の国際的コンセンサスを得た上で、各論に

ついては、個別の条約で制度化をはかるという手

法が採られてきた。こうしたプロセスには、国連

総会決議である世界人権宣言に基づき、多分野に

わたる人権諸条約が締結されてきた先例がある。

政治・経済的にも文化的にも多様な国々で構成

される現代社会では、地球規模での協力を実現す

る共通基盤として明文化された制度が必要であろ

う。均質的な組織では阿吽の呼吸で機能する方が

効率的である場合もあるが、多様性の高い組織で

は、規範の有無および内容が曖昧であれば、成員

間に摩擦を引き起こしかねない。共通の規範や協

力枠組みがあって初めて、複雑な利害を調整し関

係諸国（グループ）の実状に即した柔軟な政策協力

や共同行動を実施できるのである。

2011年12月末現在、日本は未加入であるが、ユ

ネスコが2005年の総会で採択した文化的表現多様

性条約19は、持続可能な開発における文化的多様

性の重要性（前文第４項）や持続可能な開発に対す

る先住民族の貢献を保護し促進する必要性（同第9

項）を指摘している。また同条約は、指針となる8

原則の一つとして、持続可能な開発の原則（第2条

6項）を挙げている。さらに第13条では、各国の開

発計画において文化を統合する政策努力に言及し

ており、「持続可能な開発」概念は、従来の環境・

経済分野を主軸としつつ文化や教育への配慮な

ど、その意味範囲が変化拡大している。

このように、目指すべき持続可能社会は、科学

技術の進歩や人権意識の向上に伴い、時代ととも

に変容するものである。今後とも、国連など国際

機構の内部機関や主要環境条約の締約国会議を中



20 Cf. Rapport du Groupe de haut niveau du Secrétaire général sur la viabilité mondiale （2012）.  Pour l'avenir des hommes et de la planète : choisir la 

résilience.
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心に、実効性のある協力制度を可能な限り広範に

世界レベルで整備する努力を継続することが望ま

れる。尚、脱稿後2012年１月には、同年6月に開

催予定の国連持続可能な開発会議（UNCSD ／リ

オ+20）で採択が予定されている政治宣言の草案20

が国連事務総長に提出され公表されている。
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